
１） 令和３年度世田谷区軟式野球連盟大会の試合時間を１時間３０分を超えて、

新しいイニングに入らないとします。

2） 試合時間は担当審判員が管理し、試合開始時間を通告する。

3） 試合制限時間に達した時は、審判員はそのことを両チ－ムに通告する。
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１時間３０分を超えた時点で試合終了になる。審判員は最後の打者の打撃開始前に

その旨を両チ－ムに通告し、この最後の打者の記録まで有効とする。

（連盟特別規則）

１） 試合は７イニングとし延長戦は行わずタイブレ－ク方式（特別延長戦）にて勝敗を決する。

２） １時間３０分を経過した場合は、新しいイニングには入らない。ただし同点の場合は、

引き続きタイブレ－ク方式（特別延長戦）にて勝敗を決する。　　

３） 特別延長は最長２イニングとし、同点の場合は抽選とする。

４） 試合時間が６０分を経過した場合は正式試合とする。

５） 得点差のコ－ルドゲ－ムは、全試合３回以降１０点差、５回以降７点差とする。

６） 試合開始、終了時間の確認は、試合担当審判員の時間（時計）とする。

７） 上記規程は全ての試合に適用する。

Ｂがリ－ドの６回裏のＢ攻撃中で１時間３０分を経過
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Ａがリ－ドの６回表で１時間３０分を経過

６回裏の攻撃まで行う。


